
質
問
一

国
民
健
康
保
険
税
の
引
下
げ

を
。

二

介
護
保
険
料
の
引
下
げ
を
す
る
べ

き
だ
が
、
ど
う
か
。

答
弁
一
（
市
長
）

国
民
健
康
保
険
税

の
収
納
額
は
被
保
険
者
数
が
増
加
し
て

い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
平
成
２０
年
度
を

ピ
ー
ク
に
年
々
減
少
傾
向
に
あ
る
。
こ

れ
は
長
引
く
景
気
の
低
迷
に
よ
っ
て
被

保
険
者
の
課
税
対
象
所
得
が
減
少
し
た

こ
と
に
よ
る
。
ま
た
、
保
険
税
の
軽
減

対
象
世
帯
も
増
加
し
て
い
る
。

高
齢
化
に
伴
う
医
療
費
の
増
加
と
先

行
き
不
透
明
な
経
済
情
勢
の
中
で
、
国

民
健
康
保
険
の
安
定
的
な
運
営
を
維
持

す
る
た
め
に
は
、
現
在
の
税
率
の
引
下

げ
は
困
難
で
あ
る
。
今
後
は
埼
玉
県
市

町
村
国
保
広
域
化
等
支
援
方
針
に
基
づ

き
、
賦
課
限
度
額
の
引
上
げ
、
賦
課
方

式
の
２
方
式
化
、
保
険
税
の
軽
減
割
合

の
統
一
な
ど
、
県
内
の
平
準
化
に
向
け

た
検
討
を
行
う
。

二

介
護
給
付
費
準
備
基
金
を
で
き
る

限
り
活
用
す
る
こ
と
で
保
険
料
額
の
上

昇
の
抑
制
を
図
っ
て
い
く
予
定
で
あ
る
。

県
の
財
政
安
定
化
基
金
に
つ
い
て
も
、

時
限
的
に
活
用
で
き
る
よ
う
、
県
へ
要

望
し
て
い
る
。

◎
そ
の
他
の
質
問

Ｐ
Ｆ
Ｉ
手
法
で
進

め
ら
れ
て
い
る
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
の

到
達
点
と
今
後
に
つ
い
て

質
問
一

鶴
ヶ
島
産
野
菜
の
使
用
と
遺

伝
子
組
換
食
品
や
放
射
能
な
ど
の
食
材

へ
の
対
応
に
つ
い
て
。

二

給
食
セ
ン
タ
ー
更
新
施
設
を
Ｐ
Ｆ

Ｉ
事
業
で
進
め
る
市
の
考
え
方
に
つ
い

て
。

答
弁
一
（
教
育
委
員
長
）

地
産
地
消

の
取
り
組
み
と
し
て
、
年
々
地
元
産
の

食
材
の
使
用
量
を
増
や
し
、
各
学
校
で

紹
介
し
て
お
り
、
郷
土
食
材
に
対
す
る

興
味
や
関
心
を
高
め
て
い
る
。

遺
伝
子
組
換
食
品
は
、
ラ
ベ
ル
表
示

さ
れ
て
い
る
も
の
は
使
用
し
て
い
な
い

が
、
表
示
義
務
の
な
い
加
工
食
品
等
に

つ
い
て
の
混
入
は
把
握
で
き
て
い
な
い
。

食
材
の
放
射
能
の
影
響
に
つ
い
て
は

発
注
時
や
納
品
時
の
産
地
確
認
や
放
射

性
物
質
の
影
響
等
の
調
査
・
確
認
を
し
、

ま
た
、
専
門
検
査
機
関
に
委
託
し
、
食

材
の
検
査
を
し
て
い
く
。

二

財
政
負
担
の
縮
減
、
サ
ー
ビ
ス
水

準
の
向
上
、
効
果
的
・
効
率
的
な
施
設

運
営
等
を
目
的
に
、
民
間
の
持
つ
資
金
、

技
術
、
ノ
ウ
ハ
ウ
を
活
用
し
、
公
民
連

携
の
有
力
な
一
手
法
と
し
て
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ

の
導
入
を
検
討
し
、
採
択
し
た
。
学
校

給
食
の
持
つ
教
育
的
な
意
義
を
踏
ま
え

つ
つ
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
の
効
果
が
引
き
出
せ
る

よ
う
、
適
切
に
事
務
事
業
に
取
り
組
む
。

◎
そ
の
他
の
質
問

避
難
所
と
地
域
の

連
携
体
制
に
つ
い
て

国
保
税
、
介
護
保
険
料
の
引
下
げ
を

引
下
げ
は
困
難
で
あ
る

�
田

克
彦

議
員

大野 洋子 議員

安全安心な給食づくりについて

安全な食材の使用に努める

国民健康保険の窓口

つるがしま市議会だより第１５６号 〔１０〕


